
昭
和
五
十
六
年
十
一
月
六
日
受
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
質
問
の 

七
） 

答

弁

第

七

号 

   
衆
議
院
議
員
草
川
昭
三
君
提
出
薬
価
算
定
方
式
に
お
け
る
「
二
倍
の
法
則
」
の
廃
止
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別

紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
九
五
第
七
号 

昭
和
五
十
六
年
十
一
月
六
日 

衆

議

院

議

長 
福 

田 
 

一 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

鈴 

木 

善 

幸 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
草
川
昭
三
君
提
出
薬
価
算
定
方
式
に
お
け
る
「
二
倍
の
法
則
」
の
廃
止
に
関
す
る
質
問 

に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

薬
価
基
準
価
格
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
最
小
包
装
単
位
を
基
準
包
装
と
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る 

 
 

が
、
い
わ
ゆ
る
二
倍
の
法
則
と
は
、
こ
の
最
小
包
装
単
位
の
次
の
包
装
単
位
に
つ
い
て
、
販
売
数
及
び
講
入
医 

 

療
機
関
数
が
共
に
二
倍
以
上
に
な
る
と
き
は
、
そ
の
包
装
単
位
を
基
準
包
装
と
し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ 

 
 

る
。 

二
に
つ
い
て 

い
わ
ゆ
る
二
倍
の
法
則
は
、
基
準
包
装
の
採
り
方
に
係
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
適
用
し
て
も
、
バ
ル
ク
ラ 

 

イ
ン
値
の
引
下
げ
が
行
わ
れ
れ
ば
、
一
般
的
に
は
、
薬
価
基
準
価
格
は
引
き
下
げ
ら
れ
る
も
の
と
考
え
て
い 

 
 



四
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

医
療
機
関
の
医
薬
品
の
購
入
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
医
療
機
関
と
メ
ー
カ
ー
等
と
の
自
由
な
取
引
に
ゆ
だ
ね 

 

ら
れ
て
お
り
、
国
公
立
病
院
に
お
い
て
は
、
会
計
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
購
入
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ 

 

る
。 薬

価
算
定
方
式
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
に
検
討
を
お
願
い
し
て
い
る
と
こ
ろ
で 

 

あ
る
。 

る
。 

右
答
弁
す
る
。 

四 

 




